
要 旨
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
本稿の目的は、社会福祉士を中心とする社会福祉専門職を養成する大学に焦点をあて、学部・学科

の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を分析することで、社会福祉専門職を養成す
る課程において育成されている資質・能力の現状を明らかにすることである。一般に、大学において
は、学士課程を通した力（「学士力」）の育成及び各学問分野の教授が目的とされる。しかしながら、
社会福祉士、精神保健福祉士などの社会福祉専門職養成を目的とする社会福祉系学部等の教育課程に
おいては、これらに加え、養成を目指す当該の専門職に必要とされる資質・能力を身につけることも
加わる。
本稿では、社会福祉専門職の定義及び専門職性の概念を踏まえ、社会福祉専門職を養成する社会福

祉系学部で育成すべきコンピテンシーについての議論を整理する。その上で、ディプロマ・ポリシー
のテキスト計量分析を行い、社会福祉専門職を養成する課程において育成されている資質・能力の現
状について大学教育改革の動向を踏まえ考察を行った。

Abstract
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
The purpose of this paper is to clarify the current situation and issues of Social Work Professional Train

ing Programs by focusing on universities that train social welfare professionals, mainly social workers, and

analyzing the diploma policies of faculties and departments that have training programs and award degrees in

social welfare or the equivalent. In general, the purpose of a university is to cultivate skills (“Graduate At

tributes”) through a bachelor’s course and to teach each academic field. However, in the case of curricula in

social welfare faculties that aim to train social welfare professionals such as social workers and mental health

social workers, the qualities and abilities to be cultivated are also closely related to the qualities and abilities

required for the relevant profession.

In this paper, based on the definition of social welfare professionals and the concept of professionalism,

we summarize the discussion on the competencies that should be cultivated in social welfare faculties that
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Ⅰ 研究の背景と目的

1 研究の背景

日本の大学においては、いわゆる「学士力答申」の
出された 2008年以降、学問分野の知識・スキルとと
もに、社会で必要となる力を学生が身につけられるカ
リキュラムや教育方法について、主に専門教育におい
て検討されてきた。なかでも、職業教育、専門職養成
を担う学部においては、これらの検討に加えて、専門
職として育成すべき資質・能力の育成も課題となって
きた。社会福祉士、介護福祉士などの社会福祉専門職
養成課程においては、厚生労働省により資格取得に必
要な科目が指定されているため、科目設定の自由度が
比較的低く、学士課程を通した資質・能力の育成とい
う点で、非専門職養成課程とは異なる状況に置かれて
いる。こうした学士課程教育としての専門職養成教育
についての課題及び論点については、志水（2008、
2010）によって指摘されている。
資質・能力の育成という観点から見た大学教育改革

の動向としては、2016年の学校教育法施行規則の改
正により、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポ
リシー、アドミッション・ポリシーの策定と公表が義
務化されることとなった。これにより、大学は、当該
の学部・学科、課程ごとに教育上の目的を踏まえ、
「卒業認定・学位授与の方針」「教育課程の編成及び実
施に関する方針」「入学者の受入れに関する方針」の
三つについて一貫性をもって定め、公表することとな
った。三つのポリシーの策定にあたっては、2016年
に中央教育審議会大学分科会大学教育部会により
「『卒業認定・学位授与の方針』（ディプロマ・ポリシ
ー）、『教育課程編成・実施の方針』（カリキュラム・
ポリシー）及び『入学者受入れの方針』（アドミッシ
ョン・ポリシー）の策定及び運用に関するガイドライ
ン」（以下、「ガイドライン」）が示されている。この

ガイドラインにより求められているのは、各大学の教
育理念にふさわしい入学者を受け入れるための大学入
学者選抜の在り方をより適切なものに改善すること、
大学として体系的で組織的な教育活動を展開するこ
と、学生の主体的・能動的な学修を促す取組の充実、
学修成果の可視化や PDCA サイクルによるカリキュ
ラム・マネジメントの確立等である。
さらに、2020年に中央教育審議会大学分科会によ

り策定された「教学マネジメント指針」においては、
教学マネジメントの観点から、学位プログラムレベル
で理解すべきこととして以下の 8つが挙げられてい
る。すなわち、①ディプロマ・ポリシーにおいて、具
体的かつ明確な学修目標を示す必要があること、②学
修目標は専門分野に係る資質・能力も含め、学修成果
や教育成果を適切な観点に基づく分類を明らかにして
策定し、定量的又は定性的な根拠に基づき評価できる
ようなものとする必要があること、③学修者と社会の
ニーズという観点から、大学の強みや特色を生かして
学位プログラムとしてふさわしい明確な学修目標を設
定する必要があること、④国際社会や地域社会も含む
幅広い領域のニーズという観点も踏まえ、大学として
新たなニーズを自ら定義し創出していく姿勢も重要で
あること、⑤大学全体の教育理念等との整合性を意識
し、「各専攻分野を通じて培う学士力～学士課程共通
の学習成果に関する参考指針～」等を踏まえ、個別の
専門分野を超えた幅広い資質・能力を修得させるとい
う観点も意識すること、⑥専門分野等によっては、学
内だけではなく、産業界や地域社会をはじめとする外
部の関係者の意見や国際社会の動向も十分に踏まえつ
つ、DP を策定することが適切な場合があることに留
意すること、⑦最終的に学生に授与する学位の名称に
対して、学修目標・学修内容が適切なものとなってい
ることを客観的に説明できること及び学位プログラム
について日常的な点検（モニタリング）を行うととも

train social welfare professionals, and discuss the current status of the qualities and abilities that are culti-

vated in courses that train social welfare professionals by conducting a textual analysis of diploma policies.
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に、様々な角度から掘り下げた分析を行うなど総合的
な点検・評価を定期的に行うこと、⑧学修目標の設定
や、上記の点検・評価を行う際には、分野別参照基準
等の基準や専門職団体が学士に期待する資質・能力、
各種の資格試験の実施要項等に定められた資質・能
力、各分野のモデルコアカリキュラムにおいて定めら
れる資質・能力等を示した資料を活用するとともに、
国内外の他大学の類似プログラムにおいて期待される
学修成果との比較等を行うことを通じて、その客観性
を確保することが強く期待されること。
以上のような、三つのポリシーの策定と公表の義務

化の動向を踏まえると、大学の専門職養成課程におい
てどのような資質・能力を育成するべきであると考え
られているかを把握する上で、学位プログラムごとに
策定されたディプロマ・ポリシーを分析対象とするこ
とは、政策的に強いられた面もあるとはいえ、一定の
意義がある。

2 研究の目的

本稿は、社会福祉専門職の一つである社会福祉士の
養成課程をもつ大学の学部・学科等のディプロマ・ポ
リシーを計量テキスト分析することにより、社会福祉
士養成課程の学生が身につけるべき資質・能力がどの
ようなものとして示されているかについて、その現状
を明確化することを目的とするものである。
卒業時に目標とされる学修成果として、ディプロマ

・ポリシーを分析した先行研究としては、「専門とし
ての教養」の実状を明らかにするために、教養系学部
のディプロマ・ポリシーの計量テキスト分析を行った
栗原（2018）のものがある。その他、森口・井田ら
（2016）、井田・森口ら（2019）による大学のディプロ
マ・ポリシーに基づく「5つの看護力」についての学
生の学年進行を通した認識について、計量テキスト研
究を行ったものがある。なお、三つのポリシーのう
ち、アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）
については、1999年の中央教育審議会答申において、
学部・学科等の募集単位ごとに示した上で多様な入試
を行う必要があることが示されたため、ディプロマ・
ポリシー、カリキュラム・ポリシーに先行して策定さ
れている。そのため、アドミッション・ポリシーの分
析は、ディプロマ・ポリシーの分析に先行しており、
国立大学教員養成系学部のアドミッション・ポリシー

の特徴についての分類研究（根岸 2013）や経済学部
のアドミッション・ポリシーのテキスト分析（齋藤
2013）などがある。本研究における分析方法について
は、アドミッション・ポリシーを分析した先行研究も
踏まえた。
本研究の背景において確認したように、教育改善に

向けた PDCA サイクルの起点として、ディプロマ・
ポリシーの重要度は増しており、各大学において策定
・公開されているディプロマ・ポリシーには、学生が
身につけるべき資質・能力が明確化されていると考え
られる。したがって、本稿において、社会福祉士養成
課程のディプロマ・ポリシーを対象としたテキスト計
量分析を行うこととした。
社会福祉士養成課程で学生が学修する内容として

は、「社会福祉士及び介護福祉士法」の第一章第七条
にある文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉
に関する科目（「指定科目」）が挙げられる。学生はこ
れらを修めて卒業することで社会福祉士試験の受験資
格が与えられる。大学の学修成果としては、学問分野
に関する知識・スキル、「学士力」、さらに、社会福祉
専門職として必要とされる資質・能力という三つの観
点がある。本稿では、社会福祉士の養成課程における
学修成果という観点から、当該の社会福祉専門職とし
て必要とされる資質・能力に焦点をあて、国内外の社
会福祉専門職の定義及び専門職性の概念や社会福祉専
門職団体の倫理綱領等を踏まえ、社会福祉士養成課程
において育成すべき資質・能力についての議論の整理
を行う。次に、社会福祉士養成を行う主たる学問分野
である社会福祉学について、日本学術会議による「社
会福祉学分野の参照基準」等に基づき、その固有の学
修成果を確認する。これらを踏まえ、ディプロマ・ポ
リシーの計量テキスト分析を行うことで、社会福祉専
門職を養成する課程において育成されている資質・能
力の現状を明らかにする。

Ⅱ 社会福祉士養成課程において
育成すべき資質・能力とは

1 社会福祉専門職に必要とされる資質・能力

社会福祉士、ソーシャルワーカーとはどのような専
門職であるのか。そもそも当該の職業が専門職と言え
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るかについては、社会的な位置づけとも関連し、専門
職団体・業界にも関係している。ソーシャルワークの
専門職研究に大きな影響を与えたものとしては、フレ
ックスナー（2001＝1915）とグリーンウッド（1957）
による報告が挙げられる。1915年にフレックスナー
は、専門職の評価基準として 6項目の属性を挙げ、社
会福祉職は専門職とは言えないと結論づけている（奥
田 1992、三島 2007）。なお、専門性と専門職性の区別
については、秋山（2007）によると、「専門性」は
「専門職性の基礎となる、抽象度が高い「学問・研究
レベル」の課題を持つ項目、「専門職性」は「職業の
レベル」の課題を持ち、社会における「職業としての
社会福祉」としての要点となる項目として区別でき
る。専門職か否かについての決定には、専門職である
かをその属性によって規定する「属性モデル」と、発
展の段階から見る「プロセス・モデル」がある。1964
年にミラーソンによって挙げられた専門職の 6つの属
性は、「①公衆の福祉という目的」「②理論と技術」
「③教育と訓練」「④テストによる能力証明」「⑤専門
職団体の組織化」「⑥倫理綱領」であり、日本の社会
福祉専門職の制度化において参照されている（秋山
2007）。
社会福祉士が名称独占の位置づけで国家資格化され

た 1987年の「社会福祉士及び介護福祉士法」を確認
すると、第 2条に、「社会福祉士の名称を用いて、専
門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の
障害があること又は環境上の理由により日常生活を営
むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助
言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他
の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との
連絡及び調整その他の援助を行うこと（「相談援助」）
を業とする者」と定義されている。
国際的な動向をみると、国際ソーシャルワーカー連

盟（IFSW）及び国際ソーシャルワーク学校連盟
（IASSW）により 2000年に作成された「ソーシャル
ワークの定義」がある。これによると、「ソーシャル
ワーク専門職は、人間の福利（ウェルビーイング）の
増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係におけ
る問題解決を図り、人びとのエンパワーメントと解放
を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社
会システムに関する理論を利用して、人びとがその環
境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正

義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤で
ある。」（岩﨑浩三訳）とされる。2014年には 2000年
の定義が改訂され、「ソーシャルワーク専門職のグロ
ーバル定義」が示され、「ソーシャルワークは、社会
変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワ
メントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であ
り学問である。社会正義、人権、集団的責任、および
多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をな
す。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、お
よび地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワ
ークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高め
るよう、人々やさまざまな構造に働きかける。この定
義は、各国および世界の各地域で展開してもよい。」
とされている（IFSW:2014.7翻訳は JFSW による）。
日本社会福祉士会、日本精神保健福祉士協会、日本医
療社会福祉協会（現、日本医療ソーシャルワーカー協
会）、日本ソーシャルワーカー協会の 4つの専門職団
体から構成される日本ソーシャルワーカー連盟
（JFSW）は、この定義に基づき、「ソーシャルワーク
専門職のグローバル定義の日本における展開」とし
て、日本におけるソーシャルワークにおいて重視する
取組を 4つ挙げている（JFSW ウェブページ http://

jfsw.org/definition/japan/）。
倫理綱領は、ミラーソンが専門職の属性の一つとし

て挙げているように、その内容として当該の専門職が
基づく原則と倫理規範が示され、職能団体にとって重
要な位置づけをもつ。社会福祉専門職団体協議会代表
者会議は、ソーシャルワーカー職能 4団体（日本ソー
シャルワーカー協会、日本社会福祉士会、日本医療社
会事業協会（現、日本医療ソーシャルワーカー協会）、
日本精神保健福祉士協会）の正式な倫理綱領として、
「ソーシャルワーカーの倫理綱領」を 2005年 1月に制
定している。そして、2014年改訂の「ソーシャルワ
ーク専門職のグローバル定義」に基づき、日本ソーシ
ャルワーカー連盟代表者会議（旧社会福祉専門職団体
協議会代表者会議）により 2020年 6月に改定してい
る。この改定版の社会福祉士の倫理綱領には、専門職
が基づく「原理」として、人間の尊厳、人権、社会正
義、集団的責任、多様性の尊重、全人的存在の 6つが
挙げられ、「倫理基準」として、クライエントに対す
る倫理責任、組織・職場に対する倫理責任、社会に対
する倫理責任、専門職としての倫理責任が示され、そ

● ● ○ ディプロマ・ポリシーから見た社会福祉専門職養成課程の学修成果
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れぞれの行動規範が明示されている。これらは、社会
福祉士を含むソーシャルワーカーに必要な資質・能力
を示していると言える。

2 社会福祉士養成課程において
身につけるべき資質・能力

大学の社会福祉専門職養成課程では、何に基づいて
学修成果としての資質・能力が定められているのか。
社会福祉士養成課程としては、「社会福祉士及び介護
福祉士法」に則り、文部科学省・厚生労働省令で定め
られた社会福祉に関する指定科目を開講する必要があ
る。社会福祉士養成課程については、10年ごとに教
育内容等の見直しが行われており、2021年度からの
新カリキュラムでは、実習の時間数が拡充され、機能
が異なる 2つ以上の実習施設で実習を行うこととなっ
た。これは、2018年度の社会保障審議会福祉部会福
祉人材確保専門委員会による報告書「ソーシャルワー
ク専門職である社会福祉士に求められる役割等につい
て」を踏まえ、地域共生社会実現の推進、新たな福祉
ニーズへの対応、ソーシャルワークの専門職としての
実践能力を備えた社会福祉士の養成への対応が行われ
たものである（厚生労働省 2018）。
社会福祉士養成教育の中核として焦点化されている

のは、実習、演習を通した専門職としての実践能力の
育成であり、橋本・柿木ら（2015）は、実習生が卒業
時に体得すべき専門性を「基本的学習能力」と「社会
的能力」を基盤とし、学内外の学びを通して「価値」
をもとに「知識」「技能」を修得する「実践的能力」
として捉え、学生の学修を分析している。南・武田
（2004、2005）は、専門職性の高いソーシャルワーカ
ー養成に向けて、養成教育の段階からその専門職性を
意識した教育が必要であるという前提のもと、「ソー
シャルワーク専門職性到達度自己評価尺度：学生版」
を作成し調査を行っている。このように、大学におい
て行われる社会福祉士養成教育は、現場で求められる
社会福祉士の役割を踏まえているだけでなく、専門職
性という観点からの学修成果も検討されていることが
分かる。
次に、社会福祉士養成課程と学問分野との関連を見

る。大学設置基準第十九条 2に「大学は、学部等の専
攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い
教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養

するよう適切に配慮しなければならない」とあるよう
に、教育課程の編成の際には、専門の学芸の教授が必
須となる。社会福祉士養成を担う主たる学問分野とし
ては社会福祉学が挙げられるが、後発の学問分野であ
るため、専門の学芸を教授する学問分野としての位置
づけについては、現在に至るまで議論されてきてい
る。一番ケ瀬（2011＝1970）は、社会福祉学を閉ざ
された体系の学ではなく、開かれた問題提起の学であ
るとし、社会福祉学の性格を「その名を附した社会的
実体として存在している制度でありさらには政策であ
る」と捉え、これらを対象として社会福祉学は展開す
るとみなし、社会福祉学を政策学として捉える。古川
（2001）は、社会福祉学を「遅れてきた科学」として、
「社会福祉学の議論を社会福祉学によって独自に意味
づけされた概念装置を中心に展開しうるような状況」
の速やかな実現が求められると主張している。他方、
星野（2002）は、「社会福祉学」が日本のみで用いら
れる国際性を持たない概念であることを指摘し、社会
福祉学が「固有の学問領域（Discipline）ではなく学
際的（Interdisciplinary）な学問分野（Field）にすぎな
い研究教育を、なおもその学際性を総合すべき学問領
域として誤認してきた点」が問題であると主張してい
る。星野は、「社会福祉学」を応用分野（Applied Sub-
ject or Field）として国際標準化を図るために、学問分
野としての「社会政策」と学問分野としての「ソーシ
ャルワーク」に分割し、分野独自の量的、質的充実を
図ることを提案している。
学問分野としての社会福祉学は、日本学術会議にお

いて、社会福祉学が新興学問領域であり既存の学問領
域に認められていなかったために長らく会員枠がもて
ず、第 13期（1985年）以降は社会学分野の定員を一
人減らすことで、社会福祉学分野の会員枠が設置され
たという（大橋 2004）。日本学術会議社会学委員会社
会学の展望分科会による 2010年の「報告 社会学分
野の展望－良質な社会づくりをめざして：『社会的な
るもの』の再構築－」において、社会学とともに社会
福祉学の論点・課題・展望が示されているように、現
在、社会福祉学は日本学術会議の 30ある分野別委員
会のうち社会学委員会の下に位置づけられ、審議事項
がある場合に社会福祉学分科会として設置されてい
る。
他方、2015年に公開された「大学教育の分野別質
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保証のための教育課程編成上の参照基準 社会福祉学
分野」（以下、「社会福祉学分野の参照基準」）につい
ては、2014年に公開された社会学分野の参照基準と
は独立に、日本学術会議社会学委員会社会福祉学分野
の参照基準検討分科会により作成されている。学問分
野の参照基準においては、分野別の質保証として、学
士課程における学修成果について専門分野の教育とい
う側面から答えることが目的とされているものであり
（日本学術会議 2010）、社会福祉学が独立した分野と
して位置づけられていることが分かる。
「社会福祉学分野の参照基準」では、社会福祉学系
の学部や学科の教育の指針として社会福祉学の定義が
示され、「社会福祉」が、「人々が抱える様々な生活問
題の中で社会的支援が必要な問題」を対象とするこ
と、「その問題の解決に向けた社会資源の確保、具体
的な改善計画や運営組織などの方策や、その意味づけ
を含んだ「社会福祉政策」と「問題を抱えた個人や家
族への個別具体的な働きかけや地域・社会への開発的
働きかけを行う「社会福祉実践」により構成される総
体であると説明されている。そして、社会福祉学が、
「第一に、社会福祉の政策と実践の『現実（実体）』を
対象とし、なぜそのような現実が存在するかを、その
矛盾も含めて系統的に追究する学問」であり、「第二
に、多様な個人の幸福（well being）の追求を支える、
誰にとっても生きやすい社会の幸福を追求するための
あり方を提起する学問」であることが述べられてい
る。
「社会福祉学分野の参照基準」においては、社会福
祉学教育が専門職養成教育から始まったこと、社会福
祉専門職として就職する学生に限らず、「社会福祉学
を専攻するすべての学生が習得すべき能力やスキル」
が示されている。その位置づけとしては、指定科目に
より構成される社会福祉士養成課程カリキュラムや社
会福祉教育学校連盟（現、日本ソーシャルワーク教育
学校連盟）により 2011年に提案された「社会福祉学
を基礎とするソーシャルワーク教育のコア・カリキュ
ラム」（日本社会福祉教育学校連盟 2011）と「本質的
に競合しあうものではな」いものとしている。参照基
準は、「教育内容の直接的、外形的な標準を示すので
はなく、社会福祉学を学ぶすべての学生が身に付ける
べき基本的能力を同定し、各大学がそれぞれの教育理
念や現実に即して自主的・自律的に学修目標や内容を

検討する際に、参考として供するためのもの」という
位置づけにある。
この「社会福祉学を学ぶすべての学生が身に付ける

べき基本的能力」は、「社会福祉学分野の参照基準」
において、「社会福祉学を学ぶ学生が身に付けるべき
基本的素養」として示されている。「社会福祉学分野
の学びを通して獲得すべき基本的な知識と理解」につ
いては、人間の尊厳などの価値を踏まえて自らが社会
的役割を実行するために必要な素養として、「福祉マ
インド」が挙げられている。「当該分野の学びを通じ
て獲得すべき基本的な能力」は、①「社会福祉学に固
有な能力」と②「ジェネリックスキル」の 2つから成
り、①としては、1）個人の尊厳を重視し支援する能
力、2）生活問題を発見し、普遍化する能力、3）社会
資源を調整・開発する能力、4）社会福祉の運営に貢
献する能力、5）権利を擁護する能力、6）個人の力を
高め社会を開発する能力、の 6つが挙げられている。
この「社会福祉学に固有な能力」においては、社会福
祉士の倫理綱領において、「人間の尊厳、人権、社会
正義、集団的責任、多様性の尊重、全人的存在」の 6

つの原理や倫理基準が掲げられていたのと対照的に、
社会福祉専門職として現場で必要とされる資質・能力
が挙げられていることが分かる。
以上のことから、ディプロマ・ポリシーの分析にお

いては、社会福祉士の倫理綱領のように、（1）社会福
祉の原理や倫理基準を示したもの、「社会福祉学の参
照基準」において示されたように、（2）社会福祉専門
職として現場で必要とされる資質・能力、の 2つを主
たる枠組みとし、計量テキスト分析の結果を考察する
こととした。

Ⅲ 社会福祉士養成課程の
ディプロマ・ポリシー分析

1 社会福祉専門職養成課程の分類整理と分析対象

ディプロマ・ポリシー分析の対象としたのは、社会
福祉専門職（社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉
士）のうち社会福祉士の養成を担う、日本ソーシャル
ワーク教育学校連盟に加盟している通学制の 4年制大
学である。3つの社会福祉専門職のうち、精神保健福
祉士のみ、あるいは介護福祉士のみを養成する学部お
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よび学科は除外している。社会福祉士の養成課程をも
つ学部および学科は、表 1、表 2のとおりであった。
大学における社会福祉士の養成教育は、社会福祉系

の学部・学科で多く行われており、全体的に見ると、
人文科学、保健、家政、教育の分野においても少ない
ながら行われている。本稿では、社会福祉士を養成す
る教育課程のディプロマ・ポリシーの特徴を明らかに
するために、計 189課程のディプロマ・ポリシーを対
象に KHcoder を用いて計量テキスト分析を行った。
社会福祉士養成課程のディプロマ・ポリシーの特徴

を明らかにするために、大学のウェブページの閲覧に
より、ディプロマ・ポリシーの収集を行った（2021.8.
31現在）。そして、各大学の DP のうち、ディプロマ
・ポリシーの学修目標（期待される学修成果）の部分

のみを一つの文書とし、KHcoder を用いて文書のクラ
スター分析を行った。樋口（2020）によると、クラス
ター分析を行うことで、似通った語を含む文書のグル
ープにどのようなものがあるのかを探索できる。ま
た、デンドログラム（樹状図）を表示することで、文
書間の類似を確認することができる。分析において
は、最小出現数を 20とし、クラスター数の決定にあ
たっては、クラスター併合の段階をプロットし（図
1）、クラスター間の併合水準（非類似度）の大きさの
変化を確認し、クラスター数 6に設定した（牛澤
2021）。
さらにこれら 6つのクラスターの特徴を検討するた

め、KHcoder を用いて、文書内での特徴語の出現状況
を分析対象とする共起ネットワークをクラスターごと

表 1 大学において社会福祉士養成課程が設定されている学部名称

学部名 設置校数
社会福祉 30

人文 11

人間社会、人間科学 各 10

社会 8

保健福祉 7

文、健康福祉、健康科学 各 6

人間、教育 各 5

人間生活、看護福祉 各 4

現代社会、生活科学、歯 各 3

家政、福祉心理、保健医療福祉、人間社会、発達教育、人間健康 各 2

生涯スポーツ、健康医療、公益、保健医療、心理福祉、サービス経営、ライフデザイン、コミュニティ福祉、総合福祉、
福祉総合、心理・福祉、人間関係、健康、総合人間科学、子ども、社会共生、医療科学、現代ライフ、体育、文理、現代
福祉、総合人間、仏教、総合経営、子ども育成、人間総合、経済、教育福祉、福祉貢献、現代日本社会、保健衛生、現代
家政、公共政策、産業社会、医療保健、地域保健、総合リハビリテーション、生涯福祉、医療福祉、情報文化、福祉健
康、福祉情報、人間健康福祉、人文科学、福祉健康科学、経営経済、総合文化、人間発達科学

各 1

表 2 大学において社会福祉士養成コースが設定されている学科名称

学科名 設置数
社会福祉 56

人間福祉 10

現代社会 9

医療福祉 6

福祉心理 5

社会 4

コミュニティ福祉、人間科学、健康福祉、心理福祉、口腔保健、人間関係 各 3

人間生活、福祉計画、福祉臨床、臨床福祉、人間健康、教育、総合福祉、福祉、教育福祉、人間社会、福祉コミュニテ
ィ、福祉社会、スポーツ健康福祉

各 2

国際地域、福祉行政、公益、生活科学、障害科学、医療福祉・マネジメント、社会福祉子ども、健康福祉マネジメント、
生活支援、健康福祉科学、福祉総合、家政福祉、家族・地域支援、人間、人間文化、福祉援助、健康、福祉実践、人間福
祉心理、社会マネジメント、共生社会、子ども、臨床心理、口腔生命福祉、仏教、観光ホスピタリティ、子ども育成、地
域創造、子ども福祉、公共政策、介護福祉、教育支援専門職養成、福祉貢献、リハビリテーション、現代日本社会、現代
福祉、コミュニティデザイン、現代家政、口腔工学、社会リハビリテーション、心理・社会福祉、地域福祉、保健福祉、
人間コミュニケーション、心理子ども、地域包括支援、福祉健康、経営経済、福祉文化、発達教育

各 1
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に作成した。共起ネットワークとは、出現パターンの
似通った語、すなわち共起の程度が強い語を線で結ん
だネットワークで描き出し、可視化する手法である
（樋口 2020）。描かれた共起ネットワークを確認する
ことで、それぞれのクラスターのディプロマ・ポリシ
ーの特徴を探索的に検討することができる。共起ネッ
トワークの作成にあたっては、品詞として、「名詞」
「未知語」「タグ」のみを使用し、表示する語の数は上
位 40に絞った。最小出現数を 20とし、文書単位で、
Jaccard 係数が 0.1以上の共起関係を採用した。共起
ネットワークには最小スパニング・ツリーだけを描画
し、語と語の関係を表す Jaccard 係数も記載した。

2 分析結果と考察

クラスター分析の結果、クラスター 1（計 31課
程）、クラスター 2（計 27課程）、クラスター 3（計
16課程）、クラスター 4（計 28課程）、クラスター 5

（計 58課程）、クラスター 6（計 29課程）に分かれ
た。クラスター別の特徴語、クラスターごとの学校種
別は、表 3、図 2のとおりである。
クラスター 1（計 31課程）の共起ネットワークで

は、カテゴリー（サブグラフ）が 7つ表示された。一
つ目のカテゴリーのキーワードを確認すると、「社会」
「福祉」「地域」「課題」「人間」などの語が表出し、地
域社会、福祉社会や社会の課題に専門職として取り組

む、専門的知識を身につけるというような内容を読み
取ることができる。二つ目のカテゴリーでは、「個人」
「主体」「ニーズ」「人権」などの語が表出し、主体的
に、個人に対してニーズに応え人権を尊重するという
内容を読み取ることができる。三つ目のカテゴリーで
は、「知識」「技術」「コミュニケーション」「倫理」
「価値」「他者」が表出し、知識や技術を身につけ、価
値を尊重し、倫理観を備え他者とコミュニケーション
するという内容を読み取ることができる。カテゴリー
4では、「正義」「原理」「環境」「家族」「資格」が表
出し、正義の原理に基づく、家族における課題、環境
に働きかける等の内容を読み取ることができる。カテ
ゴリー 5は、「対象」「職種」「根拠」「人びと」が表出
し、対象者に対して多職種とともに支援する、根拠に
基づき判断する、実践するなどの内容を読み取ること
ができる。カテゴリー 6は、「社会福祉」「尊厳」「基
本」「姿勢」「多角」が表出した。カテゴリー 7は、
「関心」「考え」「意欲」が表出し、意欲や関心をもち、
考えを伝え、説明するなどが読み取れる。
以上のことから、クラスター 1の特徴としては、

「尊厳」「正義」「人権」「価値」「倫理」「コミュニケー
ション」など、社会福祉専門職に必要とされる資質・
能力として倫理綱領で示された原理と「社会福祉学の
参照基準」で示された資質・能力が満遍なく用いられ
ていることが挙げられる。クラスター 1に属する大学

図 1 クラスター併合の段階
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種別としては、国立は含まれず、公立が 4大学（13
％）、私立が 27大学（87％）であった。
クラスター 2（計 27課程）の共起ネットワークで

は、カテゴリー（サブグラフ）が 7つ表示された。一
つ目のカテゴリーのキーワードを確認すると、「能力」

「協働」「専門」「基礎」「福祉」「技能」「科学」「リー
ダーシップ」などの語が表出し、協働する能力、専門
的技能、科学的な基礎的な能力を身につける、リーダ
ーシップを発揮するなどの、身につけておくべき能力
に関する内容を読み取ることができる。二つ目のカテ

図 2 クラスターごとの大学種別

表 3 クラスター別の特徴語（上位 40語）
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ゴリーでは、「態度」「市民」「家庭」「責任」「子ども」
などの語が表出し、市民としての責任を果たす、態度
を身につける、家庭、子どもにおける課題という内容
を読み取ることができる。三つ目のカテゴリーでは、
「価値」「マネジメント」「ソーシャルワーカー」「資
源」が表出し、価値観を尊重する、マネジメントがで
きる、ソーシャルワーカーとしての価値に基づく、社
会資源を活用するなどが読み取れる。カテゴリー 4で
は、「尊厳」「人々」「現代」「高齢」であり、現代社
会、尊厳を重視する、高齢者の尊厳を重んじるなどが
読み取れる。カテゴリー 5では、「社会福祉」「地域」
「人権」「ソーシャルワーク」「グローバル」が表出し、
社会福祉専門職として、地域社会、地域への貢献、人
権を重んじ、グローバルな視点で、ソーシャルワーク
を実践する、知識を身につける、などが読み取れる。
カテゴリー 6は、「職種」「環境」「姿勢」「理論」が表
出した。多職種、姿勢を身につける、理論を理解、修
得するなどの内容が読み取れる。カテゴリー 7では、
「知識」「社会」「課題」「技術」が表出した。
以上のことから、クラスター 2の特徴としては、社

会福祉専門職に必要とされる概念である「人権」「ソ
ーシャルワーク」「尊厳」「価値」「資源」などが用い

られており、倫理綱領で示された概念と「社会福祉学
の参照基準」で示された「社会福祉学に固有な能力」
の両方に関わる語が表出している。また、他のクラス
ターとは異なり、「マネジメント」「リーダーシップ」
「家庭」「子ども」が用いられていること、「社会福祉」
と「地域」の語が直接結びついていることが挙げられ
る。クラスター 2に属する大学種別としては、国立は
4大学（15％）、公立が 2大学（7％）、私立が 21大学
（78％）であった。
クラスター 3（計 16課程）の共起ネットワークで

は、カテゴリー（サブグラフ）が 6つ表示された。一
つ目のカテゴリーでは、「一員」「基本」「技能」「医
療」「役割」「保健」「家族」「チーム」などの語が表出
し、社会の一員として、基本的技能を身につけ、保
健、医療分野、家族における課題、チームで働く、な
どの内容を読み取ることができる。二つ目のカテゴリ
ーでは、「スポーツ」「リテラシー」「学校」「立場」
「使命」「体系」「現場」という語が表出している。ス
ポーツ分野、情報リテラシー、学校教育、立場の尊
重、使命感をもつ、体系的に身につける、などの内容
を読み取ることができる。三つ目のカテゴリーでは、
「福祉」「分野」「領域」「リーダー」「責任」「論理」

図 3 クラスター 1に出現する語の共起ネットワーク

● ● ○ ディプロマ・ポリシーから見た社会福祉専門職養成課程の学修成果
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「外国」という語が表出し、責任感、論理的思考、外
国語の運用などの内容が読み取れた。カテゴリー 4で
は、「方法」「職種」「思い」「意欲」「教員」「背景」と
いう語が表出し、多職種との連携、意欲的、教員とし
て、という内容が読み取れる。カテゴリー 5では、
「知識」「専門」「地域」「課題」「コミュニケーション」
「能力」という語が表出した。カテゴリー 6では、「動
向」「成果」「相互」「資源」が表出し、相互理解、社
会資源などが読み取れる。
以上のことから、クラスター 3の特徴としては、社

会福祉専門職に特徴的な概念はほとんど表示されず、
「スポーツ」「学校」「保健」「医療」などの社会福祉分
野以外の用語が見られ、「社会福祉」の語が見られな
いことが挙げられる。クラスター 3に属する大学種別
としては、国立は 3大学（19％）、公立が 2大学（12
％）、私立が 11大学（69％）であった。
クラスター 4（計 28課程）の共起ネットワークで

は、カテゴリー（サブグラフ）が 6つ表示された。一
つ目のカテゴリーでは、「保健」「医療」「科学」「倫
理」「人々」「ニーズ」などの語が表出し、保健医療、
倫理観、科学的知識、ニーズに対応する、などを読み

取ることができる。二つ目のカテゴリーでは、「社会
福祉」「教養」「課題」「基礎」「精神」「意欲」「現代」
などの語が表出しており、精神は精神保健福祉士など
を含むことが読み取れる。三つ目のカテゴリーでは、
「社会」「知識」「技術」「人間」「地域」「コミュニケー
ション」「心理」の語が表出しており、技術を身につ
ける、人間性、人間理解、心理学などの語が読み取れ
る。カテゴリー 4では、「分野」「口腔」「内容」「制
度」「職種」「ケア」などが表出し、制度・政策、多職
種との連携などが読み取れる。カテゴリー 5では、
「主体」「理念」「自己」「個人」「人生」という語が表
出し、主体的に、理念に基づく、自己理解、などが読
み取れる。カテゴリー 6では、「社会」「能力」「専門」
「態度」が表出した。
以上のことから、クラスター 4の特徴として、クラ

スター 3と同様に、社会福祉専門職に特徴的な概念は
ほとんど表示されず、「保健」「医療」「心理」「口腔」
などの社会福祉分野以外の用語が見られることが挙げ
られる。クラスター 3と異なるのは、「社会福祉」が
表出し、「教養」と直接結びついていることである。
また、「倫理」が別カテゴリーの「福祉」と結びつい

図 4 クラスター 2に出現する語の共起ネットワーク
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図 5 クラスター 3に出現する語の共起ネットワーク

図 6 クラスター 4に出現する語の共起ネットワーク

● ● ○ ディプロマ・ポリシーから見た社会福祉専門職養成課程の学修成果
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ていると同時に、同カテゴリーにおいては「保健」と
結びついていることも特徴的である。クラスター 4に
属する大学種別としては、国立は 1大学（4％）、公立
が 4大学（14％）、私立が 23大学（82％）であった。
クラスター 5（計 58課程）の共起ネットワークで

は、カテゴリー（サブグラフ）が 5つ表示された。一
つ目のカテゴリーのキーワードを確認すると、「課題」
「視点」「技能」「倫理」「自己」「協働」などが表出し、
倫理感、自己覚知、自己管理、自己の価値観などが読
み取れる。二つ目のカテゴリーでは、「知識」「論理」
「文化」「情報」「現代」「科学」などの語が表出してい
る。論理的思考、異文化、多文化、情報管理士、情報
収集、科学的知識、科学的根拠、科学的に捉えるなど
が読み取れる。三つ目のカテゴリーでは、「コミュニ
ケーション」「福祉」「基礎」「教養」「基本」「国際」
「精神」が表出した。国際社会、国際的視野、公正の
精神、建学の精神、精神保健福祉士などが読み取れ
る。カテゴリー 4では、「社会」「人間」「能力」「他
者」などが表出し、地域社会、社会の課題、人間性、
人間の理解、他者に働きかける、協働、協調するなど
が読み取れる。カテゴリー 5は、「社会福祉」「専門」
「地域」「価値」「分野」などが表出した。

以上のことから、クラスター 5の特徴としては、社
会福祉専門職に特徴的なキーワードがそれほど表示さ
れなかった。「文化」「情報」「論理」「科学」などのま
とまりが特徴的に見られ、「コミュニケーション」に
「教養」が結びついていること、「社会福祉」と直接的
に結びつくのは、「地域」「専門」「価値」「分野」の語
であることが挙げられる。クラスター 5に属する大学
種別としては、国立は 3大学（5％）、公立が 8大学
（14％）、私立が 47大学（81％）であった。
クラスター 6（計 29課程）の共起ネットワークで

は、カテゴリー（サブグラフ）が 7つ表示された。一
つ目のカテゴリーのキーワードを確認すると、「社会」
「社会福祉」「人間」「課題」などが表出している。二
つ目のカテゴリーでは、「価値」「尊厳」「一人ひとり」
「基本」「人権」「ソーシャルワーカー」「構造」などの
語が表出している。三つ目のカテゴリーでは、「意欲」
「関わり」「環境」「日常」「領域」「使命」が表出して
いる。使命感、学問領域、専門領域、日常生活、関わ
りのなかでなどが読み取れる。カテゴリー 4では、
「科目」「心理」「目標」「対人」「文章」が表出した。
カテゴリー 5では、「論理」「教養」「立場」「自分」
「基盤」などが表出し、相手の立場を尊重する、教養

図 7 クラスター 5に出現する語の共起ネットワーク
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を基盤とする、自分の気持ち、考えなどが読み取れ
る。カテゴリー 6では、「精神」「積極」「具体」が表
出した。カテゴリー 7では、「技能」「知識」「福祉」
「他者」が表出し、他者に共感、他者に関わる、福祉
ニーズ、福祉課題、福祉専門職、福祉分野などが読み
取れた。
クラスター 6は、社会福祉専門職に特徴的なキーワ

ードとして、「価値」「尊厳」「人権」がまとまりとし
て表出する特徴が見られ、社会福祉専門職に必要とさ
れる資質・能力として倫理綱領で示された原理と「社
会福祉学の参照基準」で示された資質・能力が表出し
ている。「社会福祉」の語と直接的に結びつくのは、
「社会」の語であり、全体として、社会福祉専門職に
必要とされる資質・能力とそれ以外の能力がバランス
よく配置されていると言える。クラスター 6に属する
大学種別としては、国立はなく、公立が 3大学（10
％）、私立が 26大学（90％）であった。

3 まとめ

本稿では、社会福祉士養成課程に焦点をあて、社会
福祉専門職の定義及び専門職性の概念を踏まえ、社会
福祉専門職を養成する教育課程で育成すべき資質・能

力についての議論を整理した上で、189課程の卒業認
定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）の内容
について、KHcoder を用いて計量テキスト分析を行
い、クラスター分析、共起ネットワークによる探索的
検討を行った。クラスター分析によって作成された 6

つのクラスターの特徴を共起ネットワークに基づき探
索的に検討した結果、社会福祉士養成課程のディプロ
マ・ポリシーの現状について、以下の特徴が明らかと
なった。
社会福祉専門職の資質・能力としての倫理綱領で示

された原理、「社会福祉学の参照基準」に示された資
質・能力を最も反映したと言えるのは、クラスター 1

（計 31課程）であった。次いで、クラスター 6（計 29

課程）、クラスター 2（計 27課程）の順に、反映され
る程度が下がった。クラスター 3（計 16課程）、クラ
スター 4（計 28課程）については、社会福祉士専門
職、社会福祉学の参照基準に特徴的な語がほとんどな
く、他の分野の語として、「スポーツ」「医療」「保健」
「口腔」などが表出された。このことは、クラスター
3、クラスター 4において、社会福祉学以外の学問分
野で社会福祉士養成を行っている課程が含まれている
ことによると考えられる。クラスター 5（計 58課程）

図 8 クラスター 6に出現する語の共起ネットワーク

● ● ○ ディプロマ・ポリシーから見た社会福祉専門職養成課程の学修成果
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も社会福祉専門職に特徴的なキーワードはそれほど表
示されなかったが、「社会福祉」という語の表出はあ
り、「文化」「情報」「論理」「科学」などのまとまりが
特徴的に見られた。
以上のことからは、社会福祉士養成課程のディプロ

マ・ポリシーにおいては、社会福祉専門職の倫理綱
領、「社会福祉学の参照基準」の内容を含むものと、
福祉に関連する内容も含まれるが、社会福祉学以外の
学問分野に基づく内容を示したものも含まれるという
現状が明らかとなった。実際、クラスター 3、クラス
ター 4には、卒業時に授与する学位名称が「口腔保健
学」「健康学」である課程が含まれていた。厚生労働
省は「地域共生社会」の実現に向けた改革を進めてお
り、高齢となっても「医療・介護・予防・住まい・生
活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシス
テム）」の構築の実現を目指している（厚生労働省ウ
ェブページ）。多職種連携により高齢化社会に対応す
るという観点からすると、「口腔保健学」の学位を授
与する歯学部の歯科衛生士養成課程において、社会福
祉士の資格取得が可能なカリキュラムを提供すること
には一定の便益があると考えられる。しかしながら、
大学で教授される学問分野として見ると、歯学と社会
福祉学は異なる分野であり、歯学部において社会福祉
士の養成課程を付加的に設けている場合、ディプロマ
・ポリシーには、歯学を主とする学修成果のみが記載
される可能性がある。クラスター 3、4においては、
社会福祉専門職、社会福祉学の参照基準に特徴的な語
がほとんど表出されなかったのは、この点を反映して
いるとも考えられる。他方、クラスター 5に含まれ
る、卒業時に授与する学位名称が「口腔保健福祉学」
である課程においては、ディプロマ・ポリシーに、歯
学と社会福祉学の両方に関連する学修成果が示されて
いるというように、両方の学問分野を融合している事
例も見られた。
本稿におけるディプロマ・ポリシーの分析を通し

て、社会福祉学ではない学問分野においても、社会福
祉士養成教育が行われていることが明らかとなったこ
とは一つの成果である。歯学のように、多職種連携に
よる高齢化社会への対応という点で、医療系専門職を
養成する課程が社会福祉士養成教育にも対応している
ことには一定の意義が見られる一方で、ディプロマ・
ポリシーに示される学修成果という観点からは、学問

分野に偏りが生じる可能性がある。特に、社会福祉学
と異なる学問分野において社会福祉士養成教育を行う
場合、基盤となる学問分野の教育と社会福祉士養成教
育の学修成果とをどのように関連づけて示すかは課題
と言える。
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